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第 26回伊達市都市計画審議会議事録 

 

日  時 令和４年３月 29日（火） 14時 35分～15時 20分 

場  所 伊達市役所本庁舎議会棟２階 特別会議室 

出 席 者 13名（奥村誠委員、杉明彦委員、渡邊武委員、清野直人委員、石津伸一委員、 

髙橋一由委員、菅野喜明委員、佐藤実委員、大條一郎委員、 

安藤喜昭委員、安澤実委員、栁沼敦子委員、横山健一委員） 

欠 席 者 ２名 

議  事 報告第 1号「第 25回都市計画審議会議案の処理経過について」 

     議案第１号「県北都市計画箱崎布川地区計画の決定について」 

      

 

【開会】 

建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、只今より都市計画審議会を始めさせていただきます。 

私は、開会までの進行を務めます伊達市建設部長の佐々木と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めに、配布資料の確認をさせていただきます。お手元のファイル

に、次第、名簿、座席表、議案第１号が綴られておりますので、不備

等がございましたら、事務局までご連絡いただければと思います。 

よろしいでしょうか。 

また、会場のマイクの使用方法についてですが、発言する際は、お

手元のスイッチを押していただき、発言が終わりましたら、再度スイ

ッチを押し、マイクを解除していただきますようお願いいたします。 

それでは、審議に先立ちまして皆様へお願いでございます。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止として、委員の皆様におかれましては、

飛沫感染防止のため、マスクの着用と咳エチケットの徹底にご協力を

お願いいたします。 

次に、委員の皆様の出席状況の報告でございます。 

本日、名簿 11 番の白石委員、名簿 13番の髙野委員が欠席でござい

ます。 

15 名の委員のうち 13 名の方がお揃いですので、伊達市都市計画審

議会条例第６条の規定によりまして、本審議会が成立しておりますこ

とを、ご報告申し上げます。 

事務局からは以上となります。 

ここからの進行については、伊達市都市計画審議会会議運営規則第

14：35 開始 
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【開会】 

奥村議長 

 

 

 

【議事録署名人

の指名】 

奥村議長 

 

 

 

 

渡邊委員 

清野委員 

 

奥村議長  

 

 

 

 

 

 

奥村議長 

 

【報告】 

奥村議長 

 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

４条の規定により、審議会の会長が議長を務めることとなっておりま

す。 

それでは、奥村会長よろしくお願いします。 

 

 

奥村でございます。本日も、活発な審議のほど、よろしくお願いい

たします。では、これより第 26回伊達市都市計画審議会を開会いたし

ます。 

 

 

 

議事に移る前に、伊達市都市計画審議会会議運営規則第 13 条第２

項に基づき、議事録署名人の指名をします。今回は、名簿３番 渡邊

(わたなべ)委員と名簿４番 清野(せいの)委員にお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

（承諾） 

（承諾） 

 

また、伊達市都市計画審議会会議運営規則第 12 条に会議の非公開

について記載がありますので、会議は非公開とし、議事録については、

市のホームページ等にて公開したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（異議なし、との声あり） 

 

はい、ご異議がないようですので、会議は非公開といたします。 

 

 

それでは、次第の３の報告事項に入りたいと思います。 

報告第１号「第 25回都市計画審議会議案の処理経過について」の説

明を事務局に求めます。 

 

はい、議長。 
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奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥村議長 

 

 

 

 

 

どうぞ。 

 

それでは、報告第１号「第 25回都市計画審議会議案の処理経過」に

つきまして、私、都市整備課長の関根がご説明申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

前方のスクリーンに、前回の審議案件の位置図や地区整備計画図を

映しますので、あわせて、ご確認いただければと存じます。 

まず、「議案第１号」でご審議いただきました保原地域の「上保原正

地内地区計画の変更」でございますが、令和３年 12月 27日付けで都

市計画変更の告示を行っております。 

その後、変更により拡張しました南西側のエリア約 1.2ヘクタール

につきまして、事業者側からは、令和４年２月 16日に、貸店舗を目的

とした開発許可の申請があり、同年２月 28 日付けで許可をしており

ます。 

現時点において、造成工事は未着手ですが、事業者側からは、４月

上旬の工事着手を予定している、と伺っております。 

なお、北東側約 2.3ヘクタールのエリアにつきましては、現在、事

業者側におきまして、開発許可申請に向けた、事前の各種協議等がな

されている状況となっております。 

それらの協議等が整い次第、本申請が提出されるものと思われま

す。 

続きまして、「議案第２号」でご審議いただきました伊達地域の「中

道第２地区計画の変更」でございますが、「上保原正地内地区計画の変

更」と同日の、令和３年 12月 27日に都市計画変更の告示を行ってお

ります。 

その後、事業者側からは、令和４年２月７日に宅地分譲を目的とし

た開発許可の申請があり、同年３月４日付けで許可をいたしており、

同年３月 16日に開発行為の工事着手届が提出されております。 

事務局からの、報告第１号の説明は、以上でございます。 

 

 ありがとうございました。 

ただいま事務局より説明ありました内容について、ご質問やご意見

がございましたら、お伺いしたいと思います。 

何かございませんか。 
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【議事】 

奥村議長 

 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に無いようですので、次に、次第の４議事に入りたいと思います。

議案第１号「県北都市計画箱崎(はこざき)布川(ぬのかわ)地区計画の

決定について」の説明を事務局に求めます。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

それでは議案第１号「県北都市計画箱崎布川地区計画の決定につい

て」のご説明を申し上げます。 

お手元の資料の「議案第１号」と見出しのあるページをお開きくだ

さい。 

表紙をめくっていただきまして、１ページの「１．計画書」でござ

います。 

名称は、「箱崎布川地区計画」、位置は、伊達市箱崎字布川、伏黒字

柳原の各一部で、面積は約 4.5ヘクタールとなります。 

続いて、大きい項目の「区域の整備・開発及び保全の方針」につい

て申し上げます。 

まずは、「地区計画の目標」でございます。 

本地区は、伊達地域の市街化調整区域に位置し、市街化区域から約

0.8ｋｍの距離にあり、広域幹線道路である国道 399号沿道に面し、ま

た、相馬福島道路の供用開始に伴い、伊達桑折インターチェンジ周辺

における開発動向が非常に高い地域となっています。 

そのため、国道沿線の限られた範囲において、地区計画設定により、

計画的で良好な市街地形成を誘導するものです。 

次の「土地利用の方針」でございます。 

本地区には、市の都市計画マスタープランを踏まえ、沿道型商業業

務ゾーンとして位置づけられる「Ａ地区」と、田園集落地ゾーンとし

て位置づけられる「Ｂ地区」と、二つの地区を設定します。 

一つ目の「Ａ地区」は、幹線道路の沿道において、適正な土地利用

の整序を図るため、用途の混在を防止するとともに、沿道の機能を活

かし、地域経済の活性化を図る地区とします。 

二つ目の「Ｂ地区」は、既存集落や沿道地域で地域の特性を活かし

て、住宅を計画的に配置し、住宅地としての整備を図る地区とします。    
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次の２ページをお開きください。 

一段目の「地区施設の整備方針」と、二段目の「建築物等の整備方

針」につきましては、次の項目で詳細をご説明いたします。 

次の大きい項目の「地区整備計画」についてご説明いたします。 

なお、図面と照らし合わせながらご確認いただくと分かりやすいか

と思いますので、本資料の後半の 12ページに添付してございます、図

面番号６分の３「地区整備計画図」と併せてご確認ください。 

前方スクリーンに、位置図や地区整備計画図を映しますので、併せ

て、ご確認いただければと存じます。 

それでは、「地区施設の配置及び規模」のうち、はじめに「道路」に

ついてご説明します。 

区域の中央を縦断する「区画道路１号」ですが、これは、国道 399

号と区画道路２号の市道伏黒中央線を結ぶ、計画区域の幹線道路とな

ります。 

既存の市道を拡幅整備するもので、幅員は９ｍ、延長は約 180ｍと

なります。 

本路線は、本地区の西側にあります、伊達中学校へ繋がる通学路と

しても利用されていることから、国道 399号から向かって左側に歩道

を設置します。 

幹線道路以外の区画道路の計画ですが、区域内につきましては、新

設する全ての区画道路は６ｍの幅員で整備し、外周の区画道路につき

ましても、既存の全ての市道を６ｍに拡幅、整備しまして、区域内外

の交通の円滑化、交通機能や防災機能の向上を目指します。 

次の「公園」についてご説明します。 

これは、周辺環境の保全及び環境悪化を防止し、計画区域内や周辺

に居住する市民の憩いの場として、地区の公園を設置するものでござ

います。 

面積は約 800㎡となります。 

次の「その他」についてですが、今回、開発行為を行わない既存の

市道がございます。 

この道路は、整備の必要がない状況のため、今回の計画ではその他

の交通施設として位置付けております。 

続いて３ページをご確認ください。「建築物等に関する事項」につい

てご説明いたします。 

「地区の区分」でありますが、地区の南側、国道沿道の、図面の下

部で、赤の斜線で記載されている箇所が「Ａ地区」で、面積は約 1.3
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ヘクタール。また、地区の北側、図面の上部で、青の斜線で記載され

ている箇所が「Ｂ地区」で、面積は約 3.2ヘクタールでございます。 

次の「建築物の用途制限」につきましては、Ａ地区は「準工業地域

の範囲内」、Ｂ地区は「第一種中高層住居専用地域の範囲内」としてお

ります。 

なお、それぞれの「ただし書き」に記載されております用途または

内容の建築物を、除外するものとした「用途の制限」としてございま

す。 

次の建築物の「容積率」、下段の「建ぺい率」の最高限度であります

が、いずれも、容積率を 200％、建ぺい率を 60％としてございます。 

次の「建築物の敷地面積の最低限度」につきましては、Ａ地区を 500

㎡、Ｂ地区を 200㎡としてございます。 

次の４ページをお開きください。 

「壁面の位置の制限」ですが、建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面から敷地境界線及び道路境界線までの距離は 1.0ｍ以上とすること

としてございます。 

次の「建築物の高さの最高限度」でありますが、Ａ地区を 15ｍ、Ｂ

地区を 12ｍとしてございます。 

その他の建築物等に関する事項や、制限を受けない場合の「ただし

書き」の取り扱いにつきましては、記載内容のとおりとなっています

ので、割愛させていただきます。 

参考となりますが、地区内の雨水排水処理についてもご説明申し上

げます。区域内の宅地については、各敷地の地下に雨水処理施設を設

け、全て浸透させることを予定していると、開発事業者から伺ってお

ります。 

次の５ページをご確認ください。 

「本地区計画の決定」の理由について、ご説明いたします。 

「地区計画の目標」でもご説明したとおり、本地区は、国道 399号

沿道に位置し、周辺には教育施設、国道沿道には商業施設が点在して

おり、利便性に恵まれた地区となっております。 

また、相馬福島道路の全線開通や伊達桑折ＩＣ周辺における大型商

業施設の開発計画により、継続的な開発需要の高まりが見込まれ、こ

のまま放置すると無秩序な市街地形成に繋がることが想定されるこ

とから、国道 399号沿線の限られた区域内において、周辺の交通環境・

利便性を活かしつつ、一定の制限と規制を設けることで周辺との調和

を図り、良好な住環境の形成を図るため、地区計画を決定しようとす
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るものでございます。 

なお、適用する地区計画制度の類型は「沿道型（非住居系）」及び「沿

道型」となります。 

次の６ページをお開きください。 

「２．都市計画の決定に係る土地の区域」でございますが、箱崎字布

川 及び 伏黒字柳原の各一部の区域 となっております。ご確認願い

ます。 

次の７ページをご確認ください。 

「３．計画説明書」についてご説明いたします。 

（１）計画区域の概略については、先ほど説明しました地区計画の目

標や決定する理由と重複する内容が多いため、割愛させていただきま

す。 

（２）地区計画の対象区域については、都市計画法第 12条の５第１項 

第２号イに規定されている要件に該当するものでございます。 

（３）地区計画に定める事項については、こちらに記載した項目を定

めておりますが、内容については、先ほどご説明しましたとおりとな

ってございます。 

（４）地区計画に定める土地所有関係でございますが、筆数が 69筆、

所有権者数は 30名となっております。 

次の９ページをお開きください。 

 こちらからは、図面の説明となります。記載しております６枚の図

面を添付しておりますので、１枚ずつご説明いたします。 

次の 10ページをお開きください。 

図面の右下に図面番号６分の１と記載があります。こちらは「総括

図」となります。 

赤の実線で囲まれた約 4.5ヘクタールのエリアが、今回の地区計画

区域となります。 

次の 11ページをお開きください。 

図面の右下に図面番号６分の２と記載があります。こちらは「計画

図」となります。先ほどの都市計画図を拡大したものとなります。 

次の 12ページをお開きください。 

図面の右下に図面番号６分の３と記載があります。こちらは先ほど

の説明でもご覧いただいた「地区整備計画図」となります。地区施設、

地区の区分や面積が確認できる図面となってございます。 

次の 13ページをお開きください。 

図面の右下に図面番号６分の４と記載があります。こちらは「土地
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奥村議長 

 

 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

利用現況図」となります。こちらは登記情報の地目を転写したものと

なります。 

次の 14ページをお開きください。 

図面の右下に図面番号６分の５と記載があります。こちらは「地籍

図」となります。登記情報の地番、地目や面積を記載したものとなり

ます。すべて合算すると、約 4.5ヘクタールとなります。 

 最後のページ、図面番号６分の６をお開きください。 

こちらは「字界図」となります。広範囲を占める字名として、西側

から、箱崎字布川、伏黒字柳原が挙げられます。 

以上が、図面の説明となります。 

最後に、法手続き等の状況でございますが、今年の２月４日から２

月 18日までの２週間、条例に基づく縦覧を、また、同年３月９日から

３月 23日までの２週間、法に基づく縦覧を実施いたしました。 

いずれの縦覧においても、この計画案に対します意見書の提出や公

述の申し出はなく、公聴会の開催は中止としたことをご報告いたしま

す。 

以上で、議案第１号「県北都市計画 箱崎布川 地区計画の決定」に

ついての説明を終了いたします。 

 

ありがとうございました。 

今回の審議会につきましても、会議の効率化を図るために、議案に

ついて、事前に各委員より意見をいただいております。 

提出された意見について、事務局より説明をお願いします。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

それでは、委員の皆様から提出されました意見の内容につきまし

て、事務局の意見に対する考え方を回答させていただきます。 

議案第１号の資料の、最後のページにあります「別紙 議案第１号に

係る委員意見 総括表」をお開きください。 

横山委員より、いただいております、二つのご意見について申し上

げます。 

一つ目の意見の内容は、「地区整備計画図で、Ａ地区の上の部分（標
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奥村議長 

 

 

 

安藤委員 

 

奥村議長 

 

安藤委員 

 

 

 

 

高 52.1ｍ地点）の土地をＡ地区に組み入れない理由は何か。」でござ

います。 

この意見に対します、事務局の考え方を申し上げます。 

「地区整備計画につきましては、伊達市都市計画マスタープランの

土地利用方針や地域住民の意見を反映いたしまして設定したもので、

国道 399号に接しておりますエリアを「Ａ地区」と設定し、「沿道の機

能を活かし地域経済の活性化を図る地区」といたしまして、Ａ地区の

北側エリアとなります「Ｂ地区」を「住宅地としての整備を図る地区」

としております。 

二つ目の意見の内容は、「区画道路６号及び７号を区画道路２号に

直線で繋げられない理由は何か。」でございます。 

この意見に対します、事務局の考え方を申し上げます。 

ご質問いただきました道路につきましては、申出者の事業計画をも

とに、地域住民からの意見を踏まえまして、市道の管理者、伊達警察

署等の関係機関と協議を行い、道路構造令のほか開発許可の技術基準

や地区計画の運用基準に適合した路線形状を検討した結果、地区整備

計画図に記載の道路線形となりました。 

また、安全性の観点から、幹線道路や外周道路を接続する交差点の

数を減らし、住宅ゾーンにクランク状の道路を配置することで、車両

の通行速度の抑制についても考慮した道路計画としております。 

事務局からの、議案第１号の意見に対します考え方の回答は、以上

となります。 

 

ただ今、事務局より意見について説明がありましたが、その他、ご

質問、ご意見がございましたら、お伺いをしたいと思います。 

何かございませんか。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

先ほどの説明において、雨水の処理についてのご説明がございまし

た。宅地に関しては地下貯留ということで理解しましたが、具体的に

どのような方法なのか詳しくご説明お願いいたします。 
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事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

 

安藤委員 

 

奥村議長 

 

安藤委員 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

安藤委員 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

お答えいたします。雨水の地下貯留施設についてですが、敷地内の

一部（掘削した所）の側部及び下部に透水性のシートを敷いて、砕石

を敷き詰めます。そして、その上からも透水性のシートで覆い最終的

に埋め戻しをします。 

屋根からの排水についても、その貯留施設を通して溢れた分につい

ては側溝へ流れるような仕組みを作ります。 

これは、既に計画、開発しております中道第２地区計画についても

同様の方法で雨水の処理をしております。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

自然に浸透させるということだと理解しましたが、この区域はそれ

が可能な土質であると理解してよいでしょうか。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

伊達地域については地下の浸透率が非常に高く、旧町時代（伊達市

合併以前）から地下浸透などの雨水排水処理がなされていました。 

今回の区域についても、開発（事前相談など）の際に、事業者より

地下、地盤の調査の結果、地下への浸透が受容できることから、この

計画で排水したいとの話を伺っております。 

なお、より詳細な点については、開発許可の申請の段階で審査して

まいりたいと考えております。 

 

了解しました。 
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奥村議長 

 

大條委員 

 

奥村議長 

 

大條委員 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

大條委員 

 

奥村議長 

 

菅野委員 

 

奥村議長 

 

菅野委員 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

そのほか、ございますでしょうか。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

既存の住宅戸数が 10 戸程度あるようですが、新たに建設される戸

数を教えてください。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

ただ今の質問にお答えいたします。既存の施設でございますが、住

宅が 11棟と自動車整備工場が１棟ございます。いずれの地権者の方々

にも今回の地区計画については説明のうえ、同意をいただいている状

態となっております。なお今回の宅地分譲として計画している区画数

ですが 73区画で整備を予定していると伺っています。 

 

はい、分かりました。 

 

そのほか、ございますか。 

 

はい、議長。 

 

はい、どうぞ。 

 

この計画が通ったとして、団地が完成する時期はいつ頃の予定なの

か見通し等はあるでしょうか？ 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 
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事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

菅野委員 

 

奥村議長 

 

菅野委員 

 

 

 

 

 

 

奥村議長 

 

横山委員 

 

奥村議長 

 

横山委員 

 

 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

 

今回の地区計画が都市計画決定されましたら、開発許可の申請がな

され、造成工事を経て、建築着工という流れとなると伺っております。 

事業者からは本地区計画に多くの方が興味を持っており、早い時期

に宅地化されるという見通しを伺っております。 

具体的な時期については、開発許可申請の時期が分かりませんの

で、今のところ確かな情報ではありませんが、早い時期から進めたい

と伺っております。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

現在、（令和４年３月 16日深夜に発生した地震で）伊達橋が壊れて

通行できない影響で伊達の川西地区に行くのが難しく、また、伊達の

認定こども園の入園児童数もいっぱいで、さらに、新しく建設される

保原認定こども園も令和６年の４月開園予定と伺っています。 

その状態で、早くできてしまうと（待機児童の問題など）大変なの

ではと思い、質問させていただきました。 

 

そのほか、どうでしょうか。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

（県北都市計画地区計画の決定計画書（案）３ページの建築物等に

関する事項欄に記載されている）『準工業地域の範囲内』についてです

が、この『準工業地域』とは具体的にどういう内容か教えていただき

たい。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 
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事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山委員 

 

奥村議長 

 

栁沼委員 

 

奥村議長 

 

栁沼委員 

 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

奥村議長 

 

事務局 

（都市整備課長） 

 

 

 

奥村議長 

 

 

都市計画法において用途地域というものがありまして、工業系の地

域でいうと、工業専用地域、工業地域、準工業地域などがあります。  

そのうち準工業地域というのは、比較的様々な業種の建物が建つこ

とができるというような用途になってございます。 

また、詳しい内容については、（ご指摘いただいた計画書３ページ

に）周辺の環境を考慮した結果、立地を避けるべきと考えられるもの

を、ただし書きで明記し、準工業地域ではありますが制限をかけると

いうことになってございます。 

なお、本審議会終了後、準工業地域にはどのような建物が建つかと

いう資料を提供し説明させていただこうと思いますが、それでよろし

いでしょうか。 

 

はい。分かりました。 

 

そのほか、ございませんでしょうか。 

 

はい、議長。 

 

どうぞ。 

 

商業施設が立地した際に、車の出入りの増加が懸念されますが、道

路の幅については現状のままの計画で進めるのでしょうか。 

 

はい、議長。 

 

 

どうぞ。 

 

今回の計画のとおり実施していくと伺っております。大規模小売店

舗立地法に基づき、県の商業まちづくり課等と協議していく中で、

色々な条件が提示されていくと思いますので、それに則して事業者の

方が計画していくと考えております。 

 

そのほか、ございませんでしょうか。 

それでは、これで議案第１号について審議を終了しまして、引き続

き、採決に入りたいと思います。 
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奥村議長 

 

 

 

 

 

 

奥村議長 

 

 

 

 

奥村議長 

 

 

【閉会】 

奥村議長 

 

議案第１号について、当審議会として、了承することにご異議あり

ませんか。 

 

（異議なし、との声あり） 

 

それでは、異議なしと認め、議案第１号について、審議会として了

承することとします。 

採決が終了しましたので、答申内容について確認したいと思いま

す。事務局お願いします。 

 

（事務局で答申書（案）を配布） 

 

ただ今、事務局で配布しました答申書（案）のとおり答申すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし、との声あり） 

 

それでは、答申書については、審議会終了後、私から提出すること

とします。以上で議事を終了します。 

 

 

本日の案件はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第 26 回伊達市都市計画審議会を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

 

15：20 終了 

 


